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藤井寺市立道明寺こども園則（運営規程）兼重要事項説明書 

第１章 総則

（事業所の名称等）

第１条 藤井寺市が設置するこの認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

⑴ 名 称 藤井寺市立道明寺こども園 （施設の種別：幼保連携型認定こども園）

⑵ 所在地 藤井寺市林３丁目１番２５号

（施設の目的及び運営方針）

第２条 藤井寺市立道明寺こども園（以下「本園」という。）は、子どもが地域において健やかに成長す

る環境の充実をめざし、小学校就学前の子どもに対し、発達及び学びの連続性を踏まえた教育及び保

育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行うことを目的とする。

２ 本園は、入園する乳児及び幼児（以下「園児」という。）の最善の利益を考慮し、一人ひとりの生き

る力を豊かに育てる教育及び保育を行うものとする。

３ 本園は、教育及び保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、園児の状況や

発達過程を踏まえ、教育及び保育を行うものとする。

４ 本園は、地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育

て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

５ 本園は、園児又はその保護者の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かに

よって差別的取扱いをしない。

６ 本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号。以下「認定こども園法」という。）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

（以下「法」という。）その他の関係法令並びに関係条例を遵守して運営する。

（提供する教育及び保育）

第３条 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年内閣府・文部科学省・厚生労働

省告示第１号）に基づき、以下に掲げる教育・保育その他の便宜の提供を行う。

⑴ 特定教育・保育（第５条第３項に規定する教育時間又は保育時間において提供する教育又は保育

をいう。以下同じ。）

⑵ 子育て支援事業

⑶ 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども（以下「１号認定子ども」という。）に該当する園

児に対する預かり保育事業

⑷ 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども（以下「２号認定子ども」という。）又は法第１９

条第３号に掲げる小学校就学前子ども（以下「３号認定子ども」という。）に該当する園児に対する

延長保育事業

⑸ その他必要と認める事業

第２章 職員の職種、員数及び職務の内容

（職員の職種、員数及び職務）

第４条 教育及び保育の提供をするにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとす

る。ただし、園児の受け入れ状況等により、員数が変動する場合がある。

⑴ 園長 １人

 園長は、本園の運営及び業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
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⑵ 副園長 必要に応じて配置

 副園長は、園長を補佐し、園長の命を受けて園務をつかさどる。また、園長に事故があるときは

その職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

⑶ 園長代理 ２人以上

 園長代理は、園長（副園長を置く場合にあっては、園長及び副園長。以下、この号において同じ。）

を補佐し、園務を整理し、部下職員を指導監督する。また、園長に事故があるときは園長の職務を

代理し、園長が欠けたときは園長の職務を行う。

⑷ 主任保育教諭 １人

 主任保育教諭は、園長及び園長代理（副園長を置く場合にあっては、園長及び副園長又は園長代

理）を助け、上司の命を受けて園務の一部を整理し、並びに必要に応じて園児の教育及び保育（満

３歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。）をつかさどる。

⑸ 保育教諭 ２０人以上

 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

⑹ 調理員 （外部委託）

 調理員は、給食業務を行う。

⑺ 看護職員 １人

 看護職員（看護師、准看護師又は保健師）は、園児の健康管理を担当する。

⑻ 用務員 １人

 用務員は、園長の命令により本園内外の整備、保全に当たり、災害の予防に努める。

⑼ 園医（内科） １人

 園医（内科）は、認定こども園法その他の関係法令に定める業務を行う。

⑽ 園医（歯科） １人

 園医（歯科）は、認定こども園法その他の関係法令に定める業務を行う。

⑾ 園薬剤師 １人

 園薬剤師は、認定こども園法その他の関係法令に定める業務を行う。

第３章 教育及び保育の提供を行う日

（開園日及び開園時間等）

第５条 本園の開園日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（１２月２９日から１月

３日）及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

２ 本園の開園時間は、午前７時から午後７時までとする。

３ 本園において、教育及び保育を提供する時間は次のとおりとする。

⑴ 教育時間

 午前８時４５分から午後３時までを原則として、園児の心身の発達の程度、季節等を適切に配慮

し、これを定める。

 なお、上記以外の時間帯において、保育終了から午後６時まで（夏季休業日、冬季休業日、春季

休業日及び行事代休日にあっては午前８時４５分から午後６時まで）の範囲内で、預かり保育事業

を提供する。

⑵ 保育標準時間認定に係る保育時間（１１時間）

 午前７時３０分から午後６時３０分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

 なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、午前７時から７時
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３０分まで又は午後６時３０分から７時までの範囲内で、延長保育事業を提供する。

⑶ 保育短時間認定に係る保育時間（８時間）

 午前８時４５分から午後４時４５分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

 なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、午前７時から午前

８時４５分まで又は午後４時４５分から７時までの範囲内で、延長保育事業を提供する。

４ 特に必要があると認めるときは、臨時に開園時間、教育時間、保育時間又は休園日を変更すること

がある。

（学期及び休業日）

第６条 学期は、次のとおりとする。

⑴ 第１学期 ４月１日から８月３１日まで

⑵ 第２学期 ９月１日から１２月３１日まで

⑶ 第３学期 １月１日から３月３１日まで

２ 休業日（教育認定を受けた園児に教育の提供を行わない日をいう）は、次のとおりとする。

⑴ 土曜日

⑵ 夏季休業日 ７月２１日から８月３１日までの日

⑶ 冬季休業日 １２月２５日から翌年の１月７日までの日

⑷ 春季休業日 ３月２５日から４月７日までの日

３ 特に必要があると認めるときは、臨時に学期又は休業日を変更することがある。

第４章 教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類及び支払を求める理由等

（保護者から受領する利用者負担）

第７条 本園の教育又は保育を利用する園児の保護者は、その教育・保育給付認定を受けた市町村の定

める利用者負担額（保育料）を藤井寺市に支払うものとする。

２ 預かり保育又は延長保育を利用する園児の保護者は、別表第１に定める利用料を負担するものとす

る。

３ 前各号に定めるもののほか、別表第２に掲げる本園の教育及び保育を提供する便宜に要する費用に

ついては、保護者より実費の負担を受ける。

４ 本園は、教育・保育給付認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急そ

の他やむを得ない理由により教育又は保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保

育基準費用額（法第２８条第２項第１号に規定する内閣府総理大臣が定める基準により算定した費用

の額をいう。）の支払いを受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けら

れるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。

第５章 利用定員、利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項

（子どもの区分ごとの利用定員）

第８条 本園の法第３１条第１項の利用定員は、次のとおりとする。

⑴ １号認定子ども ６３人

⑵ ２号認定子ども ７５人

⑶ ３号認定子どものうち、満１歳以上の子ども ４４人

⑷ ３号認定子どものうち、満１歳未満の子ども ８人

（入園の資格）

第９条 本園に入園できる者は、法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、本
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市の区域内に住所を有する小学校就学前子どもとする。

２ 前項にかかわらず、市長は、他の市町村の区域内に住所を有する小学校就学前子どもについて、特

に認定こども園の入園が適当であると認め、かつ、定員に余裕があるときに限り入園を承諾すること

ができる。

（利用にあたっての選考方法）

第１０条 本園に入園を希望する子どもが利用定員を超える場合の選考方法は、次のとおりとする。

⑴ １号認定子どもが利用定員の総数を超える場合においては、抽選により入園を承諾する。その際、

特別な配慮が必要な子ども、兄弟姉妹が在園中である子ども及び旧道明寺幼稚園の通園区域に在住

している子どもを優先して受け入れる。

⑵ ２号認定子ども又は３号認定子どもの選考については、藤井寺市保育の利用に関する規則（昭和

６２年規則第１１号）により入園を承諾する。

（利用の開始）

第１１条 本園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、保護者とその内容を確認す

る。

（入園の取消し）

第１２条 入園した子ども又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入園の承諾を取

り消すことができる。

⑴ 第９条に該当しなくなった場合

⑵ 藤井寺市立認定こども園条例（令和４年条例第２０号）、この条例に基づく規則及び園則に保護

者が従わない場合

⑶ 市長が行う教育及び保育上の指示に従わない場合

（退園の手続）

第１３条 園児を退園させようとする保護者は、市長に届け出なければならない。

（出席停止）

第１４条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該園児の出席停止を命ずることができる。

⑴ 感染症にかかったとき、又はそのおそれがあるとき。

⑵ 他の園児の保育に妨げがあるとき。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。

（卒園証書）

第１５条 園長は、所定の教育課程等を修了したと認められる園児に対して卒園証書を授与する。

第６章 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

（緊急時等における対応）

第１６条 本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校安全計画を策定し実施するとともに、

危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。

２ 本園の職員は、教育又は保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生

じたときは、速やかにこども園医又は園児の主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

３ 教育又は保育の提供により事故が発生した場合は、藤井寺市、園児の保護者等に連絡するとともに、

警察署その他の関係機関との連携を図るなど必要な措置を講じるものとする。

４ 本園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明

し、再発防止のための対策を講じるものとする。
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５ 園児に対する教育又は保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに

行うものとする。

６ 本園の管理下における園児の災害につき、本園が保護者の同意を得て、独立行政法人日本スポーツ

振興センターとの間に締結する災害共済給付契約により、災害共済給付を行うものとする。

（非常災害対策）

第１７条 本園は、非常災害に備え、園児の安全を確保するための具体的な計画及びマニュアル（次項

及び第４項において「計画等」という。）を作成することとする。

２ 本園は、計画等に基づき、園児の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、当該体制につ

いて職員に周知するとともに、園児に避難方法等について理解させるよう努めることとする。

３ 本園は、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

４ 本園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うこととする。

第７章  虐待の防止のための措置に関する事項

（虐待の防止のための措置）

第１８条 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、

職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

第８章 その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

（記録の整備）

第１９条 本園は、職員、施設及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

２ 教育及び保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間（第２号の指導

要録のうち学籍に関する記録については２０年間、指導等に関する記録は当該園児が小学校等を卒業

するまで。）保存するものとする。

⑴ 教育及び保育の提供に当たっての計画

⑵ 園児の指導要録

⑶ 藤井寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１８号）第１９条の規定による教育・保育給付認定を行った市への通知に係る記録

⑷ 保護者からの苦情の内容等の記録

⑸ 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

（給食の提供）

第２０条 給食の献立は、できる限り変化に富んだ、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するもの

とする。

２ 食品の種類及び調理方法については、栄養並びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮したものとする。

（病児・病後児保育事業）

第２１条 本園は、園児が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全

な体制を確保し、緊急的な対応及び保健的な対応等を図る事業を実施する。

（障がい児保育事業）

第２２条 本園は、障がいのある子どもの地域生活を支援するため、障がいのない園児とともに保育を

行う事業を実施する。ただし、受け入れ態勢や子どもの状況などにより、受け入れが困難な場合はこ

の限りでない。

（子育て支援事業）

第２３条 本園は、園児の保護者又は地域の子育て中の保護者に対する支援として、次の事業を行う。
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⑴ 交流事業

⑵ 育児相談

⑶ 園庭開放

⑷ その他保護者の子育てを援助する事業

（保護者との連絡）

第２４条 本園は保護者と常に密接な連絡を保ち、教育及び保育に関する方針、園児の成長及び栄養状

態、園運営等について保護者の協力を得るものとする。

（健康管理）

第２５条 園長及び看護職員は常に園児の健康に留意し、年２回以上の健康診断を実施しその結果を記

録するものとする。

２ 職員の健康診断は年１回以上、調理従事者等（食品の盛付け・配膳等、食品に接触する可能性のあ

る者及び臨時職員を含み、乳児の調乳担当者も含む。）の検便は、毎月１回以上実施するものとする。

（衛生管理）

第２６条 本園は環境衛生の保持に心がけ、衛生知識の普及、感染症又は食中毒の発生又は蔓延の防止

のための必要な措置を行うものとする。

（苦情対応）

第２７条 本園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付

担当者の窓口を設置し、苦情に対して必要な措置を講じるものとする。

２ 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる

解決に努める。その結果、必要な改善を行うものとする。

３ 苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容及び苦情に対する対応、改善策について記録するものと

する。

（秘密の保持）

第２８条 本園は、業務上知り得た園児又はその家族に関する個人情報並びに秘密事項（以下「秘密」

という。）については、正当な理由がある場合又は別に定める文書（情報提供同意書）により同意があ

る場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、本園利用中及び利用終了後においても

第三者に対して秘匿しなければならない。

２ 職員は業務上知り得た園児またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくな

った後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

附 則

 この園則は、令和５年４月１日から施行する。
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別表第１（第７条関係）

１ 預かり保育に係る利用者負担

区分 利用時間 利用料

通常保育のある日 保育終了から午後４時４５分まで １日当たり ４００円

通常保育のない日 午前８時４５分から午後４時４５分まで １日当たり ８００円

延長利用 午後４時４５分から午後６時００分まで １日当たり ２００円

昼食代 １食当たり ２００円

おやつ代 １食当たり  ５０円

 備考 昼食代及びおやつ代は預かり保育利用中に提供された場合に限る。

２ 延長保育に係る利用者負担

(1)保育標準時間認定

利用時間
利 用 料

１人目 ２人目 ３人目以降

午前７時から午前７時３０

分まで

午後６時３０分から午後７

時まで

１日当たり ３００円

（ただし、１か月で

５，０００円を超える場合

は１か月５，０００円とす

る。）

１日当たり １５０円

（ただし、１か月で

２，５００円を超える場合

は１か月２，５００円とす

る。）

無料

(2)保育短時間認定

利用時間
利 用 料

１人目 ２人目 ３人目以降

①午前７時３０分から午前

８時４５分まで

午後４時４５分から午後６

時３０分まで

１日当たり ３００円

（ただし、１か月で

５，０００円を超える場合

は１か月５，０００円とす

る。）

１日当たり １５０円

（ただし、１か月で

２，５００円を超える場合

は１か月２，５００円とす

る。）

無料

②午前７時から午前８時４

５分まで

午後４時４５分から午後７

時まで

１日当たり ６００円

（ただし、１か月で

１０，０００円を超える場

合は１か月１０，０００円

とする。）

１日当たり ３００円

（ただし、１か月で

５，０００円を超える場合

は１か月５，０００円とす

る。）

無料

※②の時間帯の利用料には①の利用料を含む。

※１人目、２人目、３人目以降の考え方は、特定教育・保育施設を利用している子どものうち、最年長

の子どもから順に数える。
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別表第２（第７条関係）

 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額

日本スポーツ振興センター

共済費

災害（負傷、疾病等）給付に対する、共済掛金

の額のうち保護者負担分
年額２００円

写真代 遠足等の写真実費負担分 実費徴収

教材費（３、4、5歳児）
特定教育・保育の提供に使用する教材費のう

ち保護者負担分
 月額５００円

入園準備品（３、4、5歳児） カラー帽子等 実費徴収

食材料費
１号認定子どもにかかる給食費 月額３，０００円

２号認定子どもにかかる副食費 月額４，５００円

その他

本園の利用において通常必要とされるものに

係る費用で保護者に負担させることが適当と

認められるもの

園長が定める金額


